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県税事務所管内の引取報告書未提出件数及び未提出件数割合の状況は、以下

の通りである。

県税事務所は、免税証を交付した際には、引取報告書の提出について周知・

指導を徹底し、免税証交付者全員からの報告書の収受に努めるべきである。

内容 件数

平成 年度の免税証申請件数 件

平成 年度の引取報告書提出件数 件

引取報告書未提出件数 ‐ 件

引取報告書未提出件数割合 ／ ％
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１０ 狩猟税

 狩猟税の納税証紙について（意見） 
狩猟税の納税証紙を他の猟友会に引き渡ししていた猟友会があった。

県においてその事実を把握したにもかかわらず、外部監査の段階では、口頭に

よる指導にとどまり、それ以上の措置は講じられていなかった。

納税証紙が余った場合には県へ返還することが原則であり、変則的な取り扱

いは、県でのその後の調査に混乱を招く恐れがある。

狩猟税の税収については問題ないものの、当該猟友会に対しては、再発防止策

を講じさせるべきである。
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１１ 滞納処分

 「進行管理表」のアクセス制限について（指摘事項） 
県税事務所の収税課では、自動車税以外の税目の滞納分については個人別の

「進行管理表」に基づき徴収の管理を行っている。この「進行管理表」は、表計

算ソフトウェアを用いて作成されているが、アクセス制限が行われていない。こ

のため、例えば収税課以外の職員が当該管理表を閲覧、あるいは変更することも

可能である。

当該管理表は、滞納の徴収管理に関する重要な情報が記載されていることか

ら、少なくとも表計算ソフトのファイルにパスワードを設定するなどにより、閲

覧や変更に関するアクセス制限を行うべきである。

 滞納金整理票の作成について（意見） 
滞納金整理票とは、滞納者との交渉記録や納税状況、差押状況等、滞納者の個

別的な内容を記載した記録票である。県は、全ての滞納者について滞納金整理票

を作成して個別に管理している。滞納金整理票は、作成者（面接を行った職員や

電話連絡を行った職員）によって書き方や内容がばらばらである。また、一部の

滞納金整理票は、メモ書き程度で文字も読みにくく、取扱者（作成者）の押印が

統一的にされていない。

多忙な業務の一環として滞納金整理票を作成することが煩雑であることは理

解できるが、後日別の職員が閲覧する場合でも、内容が明確となるように

（いつ、どこで、だれが、なにを、なぜ、どのように）を定型化して記録に残す

べきである。

 滞納金整理票とともに保存する財産調査関連書類について（指摘事項） 
不動産取得税の滞納案件に係る財産調査に関して、滞納者が保有する不動産

の登記事項証明書が滞納金整理票とともに保存されていない事例があった。当

該案件の不動産の登記事項証明書は過去に一度取得したものの、不動産に抵当

権等が付いていて換価価値がない等の理由から、書類の保管スペースの都合も

あり、担当者の判断で廃棄したものと思われるとのことであった。なお滞納金整

理票には、そのような事実を示す記録は残っていなかった。

滞納金整理票とともに保存する財産調査関連書類に関しては、統一的なルー

ルがないことから、換価価値の有無、あるいは担当者や県税事務所によって保存

の状況がまちまちである。財産調査関連書類の保管及び廃棄に関する統一的な

ルールを作成し、そのルールに則った保存を行うとともに、収集した書類の廃棄

に際しては、その旨を滞納金整理票にきちんと記録しておくべきである。

 財産調査結果の滞納金整理票への記載について（指摘事項） 
県税事務所は、金融機関から入手した財産調査結果を約 か月間、個別の滞

納金整理票への記載をしていなかった。金融機関から入手した財産調査結果を

滞納金整理票に早期に記載し、徴税手続を円滑に行うべきである。
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 滞納処分の停止決議書の税目の誤記載について（指摘事項） 
地方税法第 条の 第 項において、滞納処分の執行を停止したときは、そ

の旨を滞納者に通知しなければならないことが規定されている。本県ではこの

通知について、県税事務取扱要領において、別記様式第 号として「滞納処分

の停止決議書」が定められており、これが滞納者に送付される。

県税事務所において、税目として「不動産所
．
得税」という現存しない税目名

が記載された同決議書が検出された。不動産取
．
得税の誤記載と思われるが、県税

事務所保管の原紙上には、取扱者以降、リーダー、収税課長、総括補佐、所長の

承認印が押印され、また発送者印も押印されていることから、そのまま滞納者に

送付された可能性が高い。

今後はこのようなことのないように、厳重なチェックを行うとともに、当該決

議書の法的な有効性についても再度検討する必要があるものと思われる。

 自動車税の徴収率向上の取り組みについて（意見） 
自動車税の催告は、平成 年度まで毎年 月に未納者へ催告書を一斉に送付

していた。

平成 年度から、催告書の案内書面を県税事務所ごとにそれぞれアイデアを

出し合って作成し自動車税の未納者に送付している。また、催告書の送付も か

月前倒しで行い 月中旬に送付している。自動車税の徴収率についても、各県

税事務所コンテスト方式により 県税事務所で競い合っている。
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このような徴税努力もあり、自動車税の徴収率は全国 都道府県中 位と上

位を占めている。各県税事務所の現場でそれぞれにアイデアを出し合い、実施す

ることは良い取り組みだと思う。今後もさらなる努力を期待する。

 延滞金及び加算金の徴収管理について（意見） 
県税事務所の収税課では、自動車税の滞納分については税務オンラインシス

テムのバックアップである「未納フロッピー」から出力される「滞納者別税目別

集計表」に基づき、また自動車税以外の税目の滞納分については表計算ソフトウ

ェアを用いて作成された「進行管理表」に基づき徴収の一元的な管理を行ってい

る。

これらの帳票に記載されている滞納金額はいずれも本税のみであり、本税に

係る延滞金及び加算金（以下、「延滞金等」とする。）の金額は記載されていない。

このため本税が全て回収されてしまうと、たとえ延滞金等がどれだけ残ってい

ても、これらの帳票にはリストアップされなくなってしまう。

高額の本税が滞納となり、それが長期にわたり少額で分納された場合には、延

滞金等も相当の高額となったり、中には完納された本税の額を上回るケースも

あることから、往々にして延滞金等も滞納となりがちである。

延滞金等には延滞金がかかることはないため、本税の回収を優先すべきこと

は当然ではあるが、滞納の管理・徴収は、本税のみならず延滞金等も含めて行う

必要がある。「滞納者別税目集計表（内訳）」も活用し、延滞金等についても本税

と同レベルの徴収管理を行うべきである。
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 複数の県税事務所が徴収権を有する滞納税額の一元化について（指摘事項）

 概要 
県税の徴収権は、栃木県県税条例に基づき各県税事務所長に権限が委任され

ている。滞納税額が生じた場合には、その税額が生じた時期に管轄する県税事務

所長が徴収権を有することになる。それゆえ、滞納者が住所変更をした場合で複

数の滞納がある場合には同じ滞納者に対して複数の県税事務所長が徴収権を有

することになる。

このような場合、県税事務所長から他の県税事務所長にその徴収権を引き継

ぎすることができることになっている。しかし、県では以下の理由により別の県

税事務所長への引き継ぎを積極的には行っていない。

 各県税事務所の調定額や徴収率の集計への対応 
県税事務所間の引き継ぎを行うと、各県税事務所の調定額や徴収率の再集計

を実施する必要が生じてくるが、現在の税務オンラインシステムでは対応がで

きず根本的なプログラムの作りこみが必要となってしまう。

 課税情報の県税事務所間のデータ引き継ぎ 
県税事務所間の引き継ぎを行うと、該当する滞納税額の課税情報のデータ引

き継ぎ（データ閲覧権限の移行等）が必要となってくるが、税務オンラインシス

テムでの対応ができていない。

 県税事務所間の担当者の引き継ぎ 
県税事務所間の引き継ぎを行うと、現在までの納税指導状況について担当者

間の引継作業が必要となる。県では引継業務を行うのであれば、複数の県税事務

所で徴収業務を重複して実施することが業務の効率性が高いと判断している。

平成 年 月時点の複数の県税事務所が徴収権を有する滞納税額は以下のと

おりである。

＜複数の県税事務所が徴収権を有する滞納税額＞

（平成 年 月時点：税務オンラインシステム上で把握しているもの）

（単位：千円）

県税事務所 対象者数 金額

宇都宮県税事務所

鹿沼県税事務所

真岡県税事務所

栃木県税事務所

矢板県税事務所

大田原県税事務所

安足県税事務所

合 計
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（単位：千円）

県税事務所 対象者数 金額

か所の県税事務所で重複

か所の県税事務所で重複

合 計

か所の県税事務所で重複している滞納税額の状況は以下のとおりである。

（単位：千円）

Ａ氏 Ｂ氏 Ｃ氏 Ｄ氏 Ｅ氏 Ｆ氏

宇都宮

鹿沼

真岡

栃木

矢板

大田原

合計

（注）上記のうちＡ氏 Ｂ氏 Ｃ氏は、徴収金の徴収について便宜を有する県税

事務所に徴収の引き継ぎをして滞納整理を実施している。

なお、上記の件数は税務オンラインシステム上で把握できているものの件数

のみである。それ以外にも、個人県民税と個人県民税以外の県税との名寄せがで

きていない。また、同一納税者ではあるが複数の個人として税務オンラインシス

テム上認識しているものについては、県税事務所間で重複している滞納税額と

して一括管理できていない。

 指摘事項 
複数の県税事務所が収税業務を実施しているものについて、その徴収履歴を

比較したところ以下のとおりであった。

・同一時期の財産調査の実施

・同一時期の催告書や財産差押予告書の送付

・県税事務所間で連絡を取り合うようにしているとのことであるが、連絡は

まれに行われているのみで頻繁な情報交換は実施されていない。

・県税事務所で給与差押として対象企業との交渉を実施した後、別の県税事

務所が当該企業に対して給与照会を行っている。

・県税事務所で財産差押を実施し、納税者との納税交渉を実施した後に別の

県税事務所が財産差押予告通知を発送している。

・県税事務所で分納納付の話を進めている中、別の県税事務所では催告書の

発送にとどまっている。
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納税者や給与差押となる対象事業者等からすると、同じ県税であるにもかか

わらず複数の県税事務所との対応となり混乱が生じてしまう。また、納税者の資

力が乏しい場合には分納による納税指導を行なっているが、交渉している県税

事務所が徴収権を有する納税額のみの指導にとどまっており、納税者からすれ

ば県税事務所との交渉は済んでいると勘違いしてしまう可能性もある。

それゆえ、県税事務所間で重複する滞納税額については つの県税事務所に

集約して徴収業務を実施すべきである。特に滞納が長期化しているものについ

ては、積極的に徴収業務を集約していくべきである。

 名寄せ統合の強化について（意見） 
 概要 
現在、複数の県税事務所にまたがる滞納税額があるもので税務オンラインシ

ステム上名寄せできていないものは以下のとおりである。

 個人県民税と個人県民税以外の県税 
個人県民税の徴収権は市町にあることから、滞納税額の詳細の管理は市町が

行っている。県では滞納金額の総額を把握するのみで個別詳細の管理は行って

いない。

県が市町に代わって徴収及び滞納処分を実施する際には、その対象となる情

報のみを市町から入手しており、地方税協働徴収担当が個別に管理し税務オン

ラインシステムとの紐付を行っていない。

そのため、個人県民税と個人県民税以外の県税で複数の県税事務所にまたが

っていても税務オンラインシステム上でそれを確認することはできない。

 名寄せができておらず、同一納税者ではあるが、複数の個人としてシステム

上認識しているもの  
誤って同一人物として認識してしまうと、個人情報が漏えいするリスクがあ

ることから、完全に一致することが明らかである場合を除きそれぞれ別々の納

税者として税務オンラインシステムの登録を行っている。それゆえ、以下のよう

な場合（特に自動車税が多い）には別々の納税者として登録が行われる。

・戸籍上の漢字と省略した漢字の違い

・カナ書きでの濁点の有無

・大文字小文字の違い

・住所の記載が丁目番地とハイフン記載の違い 等

税務課では、各県税事務所で統合対象があるか確認したうえで名寄せの統合

を行うため、年 回（ 月、 月、 月）「名寄せ統合検討一覧」を出力し、各

県税事務所に対して配付している。

「名寄せ統合検討一覧」を閲覧したところ、そのほとんどが瞬時に同一人物で

あると考えられるものであった。
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しかし、実際には以下の理由から県税事務所では当該資料を受け取りそのま

まファイリングするにとどまっている。

（ｲ）同一人物であることを完全に特定するには労力がかかる

過去の事例として義理の姉妹が同住所で同姓同名だが違う納税者であったケ

ースがあり、同一人物であることを完全に特定するには労力がかかってしまう。

（ﾛ）個人情報の漏えいリスク

「名寄せ統合検討一覧」の件数は、各県税事務所で数千件に及び、その中のほ

とんどが名寄せ可能であると考えられるが、確率が低いものの（ｲ）のようなケ

ースも起こりうることから完全に名寄せを行うことは困難である。仮に誤って

名寄せ統合してしまった場合には個人情報を漏えいしてしまう恐れがある。

（ﾊ）名寄せ統合処理の事務処理の非効率性

名寄せ統合するには、端末で つ つ名寄せ統合の入力処理が必要となる。

入力数は各県税事務所で数千件に及ぶことから、その処理を行うには相当な時

間を要することとなり非効率である。

 意見 
現状は、名寄せ統合の一致の完全性を重視して名寄せ統合があまり行われて

いない。そのため、端末のデータは実際の納税者よりもかなり多く登録がなされ

ておりデータベースとして不完全な状態にある。マイナンバー制度の有効活用

により名寄せ統合の強化を図るべきである。

 収税業務での名寄せ統合の強化について（意見） 
名寄せの統合が行われずかつ税務オンラインシステムで紐付ができていない

場合、別々の納税者として登録が行われる。滞納者が住所変更し県税事務所の管

轄が変更された場合、複数の県税事務所で同一の滞納者に対して徴収権を有す

ることになる。名寄せの統合が行われていないと複数の県税事務所の滞納税額

がある場合、同一の滞納者として把握することができなくなってしまう。

収税業務において、気づいた都度名寄せを実施しているとのことであるが、同

一の県税事務所であれば情報も密となることから名寄せ統合はされやすい。し

かし、県税事務所間で重複するものは、情報交換が密接にされなければ名寄せ統

合は困難である。名寄せ統合があまり積極的に行われていないのであればなお

さらである。

複数の県税事務所の滞納税額として把握できていなければ、県税事務所間で

の情報共有はまったく行われなくなる。また、本来共同で滞納整理ができていた

ものが、単独の差押に終わってしまうことこともある。それゆえ、収税業務の段

階に入ったのならば、名寄せ統合の強化を図っていくべきである。
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１２ 税務オンラインシステム

<税務オンラインシステムの概要> 

税務オンラインシステムは、県が自主開発した独自の税務管理システムであ

る。課税件数が多いため、先行して自動車税オンラインシステムが昭和 年代

に開発され、その後、税務総合オンラインシステムが開発された経緯がある。税

務オンラインシステムを運用しているホストコンピュータは情報主管課が管理

しており、県の他のシステムと共用しているものの、県の財務会計システムとは

つながっていない。課税事務に必要なため、法人税情報について毎月国税庁から、

また自動車登録ファイルの情報について毎月２回国土交通省からデータの提供

を受けている。専用端末は約 台で、そのうち本庁の税務課内に約 台が、残

りは各県税事務所及び自動車税事務所に設置され、専用回線でつながっている。

ソフトウェア及び専用端末の保守業務は、専門業者に委託している。

オンラインデータは、管轄県税事務所による更新制限及び暗証番号による業

務の使用制限がなされている。また、データは日々テープでバックアップが行わ

れるほか月に 回テープに落としたデータを県外で保管している。

なお上記のオンライン業務以外に

・管理・収納サブシステムにおいて作成する「未納フロッピー」

・課税サブシステムにおいて作成する「免税証交付システム」、「法人税データ

検索」及び「法人実態調査 版」

を使用するオフライン業務もある。

（オンラインのみ自動車税を統合）

課税サブシステム 管理・収税サブシステム

個 人

県民税

県民税

利子割

不動産

取得税

軽 油

引取税

法 人

二 税

個 人

事業税

県たばこ税

配株割

収納・管理 課 税

特別地方

消費税

狩猟税 地 方

消費税

宛名管理
名寄せ管理サブシステム

自動車税オンラインシステム

税務オンラインシステム

税務総合オンラインシステム

ゴルフ場

利用税

鉱区税
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 アクセスデータのモニタリングについて（指摘事項） 
税務オンラインシステムの運用上、システムへのアクセスデータを 年間分

保管している。税務課では、このデータを統計処理した資料を月に 回プリン

トアウトして、各県税事務所毎のシステムへのアクセスや業務毎の利用時間等

をモニタリングしている。

しかしながら上述の統計処理は、システムの利用者毎には行われておらず、特

定の個人による不正アクセスの試み等を発見することは困難である。システム

へのアクセスデータを有効に活用して、利用者毎の利用状況のモニタリングを

定期的に行うべきである。

 オフライン業務に係る利用者の制限及び利用者の記録について（指摘事項） 
税務オンラインシステム以外の下記のオフライン業務については、オペレー

ティングソフトウェアの 及びパスワードを設定し、利用できる端末を制限し

ている。更に「免税証交付システム」には、業務ソフトウェア 及びパスワー

ドも設定し、利用者の制限を行っている。しかしながら、「免税証交付システム」

以外の業務では、利用者の制限は行っておらず、また、「免税証交付システム」

業務を含む下記の全ての業務について、利用者の記録が残っていない。

業務名 業務概要

未納フロッピー 税務オンラインシステム停止時のバックアップ

として、調定・納税者単位に未納状況を検索する

ことができるシステム。

また、徴収担当者の支援資料として広範囲な検

索が行える。

法人税データ検索 国税局より提供された法人税申告書及び決議書

のデータを閲覧することができるシステム。是

認、更正、決定等のための資料として利用する。

法人税実態調査 版 未申告法人に対する調査記録を登録するシステ

ム。

免税証交付システム 軽油の引取り時に、軽油引取税の課税を免除す

る「軽油引取税免税証」を発行するシステム。

上記はいずれも極めて重要な情報を取り扱う業務であることから、税務オン

ラインシステムでの業務と同様、「免税証交付システム」以外の業務では、利用

者の制限を行うとともに、「免税証交付システム」業務を含む上記の全ての業務

についてアクセス記録を残すべきである。
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 税務オンラインシステムの暗証番号保護の脆弱性について（指摘事項） 
 暗証番号の解読 
税務オンラインシステムへログインするには、職員 等の入力は必要なく、

県税コードと数字の暗証番号の入力のみ必要である。暗証番号は約 名の職

員に対して採番されており、使用できる数列に限りがある。連続して暗証番号を

誤った場合のロック機能なども付いていないため、暗証番号の解読が極めて容

易である。

 アクセス・コントロールの実効性 
税務オンラインシステムは、アクセス・コントロールによる権限分掌を行って

おり、閲覧権限については県税事務所に所属する全職員の暗証番号に付与して

いるが、入力権限については課税課、管理課・収税課等それぞれ所属する職員の

課ごとに処理可能な暗証番号を付与している。しかし、前述のとおり、暗証番号

保護が脆弱なため、例えば課税課以外の職員が課税課職員の暗証番号で操作す

ることも容易と考えられ、アクセス・コントロールの実効性も損なわれている。

暗証番号について、桁数を増やすことや職員 との組み合わせにするなどの

対策を講じることにより、暗証番号保護の有効性を高めるとともに、アクセス・

コントロールの実効性を確保すべきである。

 セキュリティケーブルの使用について（指摘事項） 
「栃木県情報セキュリティ対策基準」では、ノートパソコンなどを机上へ固定

できることと規定しているが、ノートパソコンを机上へ固定していない事務所

があった。

特に個人情報を多く扱う県税事務所等においては、ノートパソコンの盗難な

どのリスクを避けるため、セキュリティケーブルなどを使用し、物理的なセキュ

リティを強化すべきである。

 承認の無効化について（指摘事項） 
例えば、税務オンラインシステムから出力される個人事業税の計算書には上

席者が承認印を押印しているが、税務オンラインシステムには電子承認などの

機能が付されていないため、書面での承認後もシステム数値の変更が可能であ

る。さらに、変更履歴も残らないため、事後的な牽制機能もない。

現状では承認による内部統制を無効化する余地があるため、今後は、変更履歴

の確認による事後的な牽制機能の構築や電子承認を採用することなども検討す

べきである。
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１３ 県税の納付方法

 県税の納付方法の多様化について（指摘事項） 
県においては、現在クレジットカードによる県税の納付は導入されていない。

他の地方公共団体においては、一部の税目についてではあるが、既に導入され

ているところもあり、また、国税についても導入が検討されている。

県においては、自動車税についてコンビニでの納付が導入されているのみで

ある。

徴収率アップのためには、納付方法の多様化を図ることは重要である。

クレジットカードによる納付の導入や、コンビニでの納付税目の拡大につい

ては、ぜひとも検討すべき課題である。
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１４ 文書管理

 保管庫及び倉庫で保管される文書のリストについて（指摘事項） 
保管されている税務関係書類のリストが作成されていない。

税務関係書類は、機密保持の重要度は極めて高い書類であるが、現状では、ど

のような書類が何冊あるのか明確に把握されておらず、紛失等があった場合に

は、その把握は困難である。

また、保管年限を過ぎた書類は年に一度溶解又は裁断処理されているが、保管

書類のリストが作成されていない状況では、溶解又は裁断処理すべき書類が、す

べて溶解又は裁断処理されたかを把握できない。

保管書類のリストを作成し、定期的に書類の現物確認をすべきである。

 県税事務所内の保管庫について（指摘事項） 
県税事務所内の保管庫（鍵の保管庫も含む）で、鍵がかけられないようになっ

ている事務所もあり、個人情報を含む書類の保管について、十分注意する必要が

ある。

事務所全体について警備の外部委託を行ってはいるが、最低限、就業時間外は

鍵をかけておくべきである。

 保管倉庫の鍵の管理簿について（指摘事項） 
保管倉庫の鍵は、金庫内に保管されているが、鍵の管理簿が作成されていない。

税務関係書類の機密性を考慮するならば、倉庫の鍵をいつ誰が持ち出し、返却

したかの管理簿を作成する必要がある。

 倉庫の予備の鍵の保管について（指摘事項） 
倉庫の予備の鍵が、通常の鍵と同じ金庫に保管されている事務所もある。

税務関係書類の機密性を考慮するならば、予備の鍵は、別の場所で保管する必

要がある。

 滞納処分の停止や不納欠損処理の際に収集した資料について（指摘事項） 
滞納処分の停止や、不納欠損処理の際に収集した資料のように個人情報が記

載されたものについて、現状では、その都度担当者がシュレッダー処理している

が、他の税務関係資料と同様に、溶解又は裁断処理し個人情報の保護に努めるべ

きである。
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 まとめ（意見） 
 
指摘事項及び意見の要約

指摘事項として 項目、意見として 項目を述べた。

（個人県民税）

（１）地方税協働徴収担当業務について（指摘事項）

（２）個人住民税徴収業務における県と市町の協力強化について（意見）

（３）特別徴収の一斉指定への対応について（意見）

（法人県民税・事業税）

（１）税務オンラインシステムへの入力及びチェックについて（指摘事項）

（２）「是認更正決定調査票」等の是認か否認かの判定について（指摘事項）

（３）更正の未実施について（指摘事項）

（４）納税者に対する自主申告の催告手続等について（意見）

（５）未申告法人への対応について（指摘事項）

（６）大型商業施設で営業する法人の未登録調査の継続実施について（指

摘事項）

（７）保養所を取得した法人に対し、法人県民税を課税留保した案件につ

いて（指摘事項）

（８）事業者登録調査の経緯、結論及び記録保存について（意見）

（９）新規法人事業所把握において、内容に疑義のあるものに対する現地

調査の必要性について（意見）

（ ）電気供給業を行う法人の法人事業税の申告について（意見）

（ ）医療法人等の調査について（指摘事項）

（ ）自主決定法人の更正処分について（意見）

（ ） 県税事務所から 県税事務所への調査案件の引き継ぎについて

（指摘事項）

（個人事業税）

（１）個人事業税の判定について（指摘事項）

（２）対象事業の解釈について（指摘事項）

（３）照会の十分性について（指摘事項）

（４）所得内容の確認について（指摘事項）

（５）国税連携データの抽出漏れがある可能性について（指摘事項）

（６）業務フローの統一について（指摘事項）

（７）電算システム等の有効活用について（指摘事項）

（不動産取得税）

（１）不動産取得税の減免制度の広報について（指摘事項）

（２）不動産取得税の時効について（意見）
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（ゴルフ場利用税）

（１）ゴルフ場（特別徴収義務者）に対する交付金について（意見）

（２）「ゴルフ場利用料金等変更予定届出書」の提出がない場合の更正に

ついて（指摘事項）

（３）ゴルフ場利用税の更正について（指摘事項）

（４）調査結果の通知について（指摘事項）

（５）調査票の記載について（指摘事項）

（６）調査票の統一について（意見）

（自動車取得税・自動車税）

（１）自動車税減免の継続について（意見）

（２）減免申請に必要な書類の不備について（指摘事項）

（３）自動車税減免の手続きについて（意見）

（４）統計資料の入り繰りについて（指摘事項）

（５）付加物調査の調査対象者について（指摘事項）

（軽油引取税）

（１）免税軽油使用者から紛失届が提出された場合の対応について 指摘

事項）

（２）農業経営者による免税軽油の不正使用について（指摘事項）

（３）調査結果の通知について（指摘事項）

（４）調査票の統一について（意見）

（軽油引取税実額調査）

（１）路上抜取調査でのビデオカメラを活用した実効性向上への期待につ

いて（意見）

（２）ガソリン車からの抜取調査について（指摘事項）

（３）県外の不正軽油販売業者への対応について（意見）

（４）犯則嫌疑事件の早期犯則調査について（意見）

（軽油引取税免税証関係）

（１）軽油引取税免税証を作成する専用用紙の管理について（指摘事項）

（２）免税軽油の利用状況が当初の使用計画と著しく異なる場合の免税証

返還請求について（指摘事項）

（３）引取報告書未提出者への催促について（指摘事項）

（狩猟税）

（１）狩猟税の納税証紙について（意見）

（滞納処分）

（１）「進行管理表」のアクセス制限について（指摘事項）

（２）滞納金整理票の作成について（意見）

（３）滞納金整理票とともに保存する財産調査関連書類について（指摘事項）
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（４）財産調査結果の滞納金整理票への記載について（指摘事項）

（５）滞納処分の停止決議書の税目の誤記載について（指摘事項）

（６）自動車税の徴収率向上の取り組みについて（意見）

（７）延滞金及び加算金の徴収管理について（意見）

（８）複数の県税事務所が徴収権を有する滞納税額の一元化について（指

摘事項）

（９）名寄せ統合の強化について（意見）

（ ）収税業務での名寄せ統合の強化について（意見）

（税務オンラインシステム）

（１）アクセスデータのモニタリングについて（指摘事項）

（２）オフライン業務に係る利用者の制限及び利用者の記録について（指

摘事項）

（３）税務オンラインシステムの暗証番号保護の脆弱性について（指摘事

項）

（４）セキュリティケーブルの使用について（指摘事項）

（５）承認の無効化について（指摘事項）

（県税の納付方法）

（１）県税の納付方法の多様化について（指摘事項）

（文書管理）

（１）保管庫及び倉庫で保管される文書のリストについて（指摘事項）

（２）県税事務所内の保管庫について（指摘事項）

（３）保管倉庫の鍵の管理簿について（指摘事項）

（４）倉庫の予備の鍵の保管について（指摘事項）

（５）滞納処分の停止や不納欠損処理の際に収集した資料について（指摘

事項）

今回の包括外部監査は、県民にとってより身近な存在である県税の賦課徴収

事務をテーマとしたが、県の財政状況が厳しい中、県税の徴収強化をはかること

は、重要な課題である。

しかしながら、県税の徴収率は全国 都道府県中 位と下位にある。

ここ 年間の徴収率の推移

平成 年度 ％ 全国 位 うち個人県民税 ％ 全国 位

平成 年度 ％ 全国 位 〃 ％ 全国 位

平成 年度 ％ 全国 位 〃 ％ 全国 位

平成 年度 ％ 全国 位 〃 ％ 全国 位

平成 年度 ％ 全国 位 〃 ％ 全国 位
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この数値を見てもわかるとおり、個人県民税の徴収率の低さが、全国順位を押

し下げている最大の原因である。

県としては、個人県民税の徴収率の低い原因をきめ細かく分析し、それに見合

った対策を立てる必要がある。

徴収については、各市町と一体となっての徴収強化、特別徴収の拡大、納付方

法の多様化等が考えられる。

また、栃木県民の納税意識をより高めるためには、広報活動に工夫を凝らした

り、租税教育のより一層の充実なども必要である。

徴収の強化という点では、「地方税協働徴収担当」を設置し、徴収困難事案な

どを各市町から引き継ぐことで徴収強化を図り、一定の成果を出すことができ

た。

地方税協働徴収担当の平成 年度の徴収額は、各市町から引き継いだ個人住

民税約 億 千 百万円のうち 億 千万円と前年度に比べ 億 千万円増加

した。

また、平成 年度から給与支払者を特別徴収義務者として一斉指定すること

で、給与天引きにより特別徴収を推進することとした。

しかしながら、他の都道府県においても同様の努力をしており、県の個人県民

税徴収率は毎年上がってはいるが、全国順位では下位に低迷している。

したがって、全国順位を上げるためには、県としてもこれまで以上の努力を必

要とする。

この包括外部監査報告書を受け、上記事項に真摯に対応し、公平かつ公正及び

効率的かつ効果的に、県税の賦課徴収事務にあたることを期待するものである。


